
政
令
第

号

計
量
法
施
行
令
及
び
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
六
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

（
計
量
法
施
行
令
及
び
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

計
量
法
施
行
令
及
び
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
六
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
別
表
の
一
の
項
を
削
り
、
同
表
の
二
の
項
を
同
表
の
一
の
項
と
し
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
、
充

令
和
十
年
四
月
一
日

令
和
十
三
年
四
月
一
日

令
和
二
年
四
月
一
日

塡
用
自
動
は
か
り
及
び
コ
ン

ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

（
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正



す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
令
和
四
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
六
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。

（
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。附

則
第
二
条
中
「
令
和
五
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
十
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
八
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

最
近
の
特
定
計
量
器
の
使
用
実
態
等
を
踏
ま
え
、
ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
等
に
つ
い
て
の
使
用
の
制
限
の
開
始
日
を
見
直
す
等

の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


